渋谷区公契約条例に関するお知らせ様式５（表面）

	件　　　　　名
	

	履　行　場　所
	

	履　行　期　間
	　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日


　上記の契約は、渋谷区公契約条例に定める「対象契約」に該当します。同条例では、適用労働者が基準額以上の賃金等を受け取れること等が規定されています。

◆渋谷区公契約条例の適用労働者の範囲
	適用労働者
	・正社員、日雇い労働者、パート、アルバイト等雇用形態を問わず、対象契約に係る業務に従事する者（労働基準法第９条に規定する労働者）
・請負契約により対象契約に係る業務に従事する者（一人親方）

	対象から除外される労働者
	・同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人
・労働者ではない者（ボランティア、会社役員等）
・現場技術者（現場代理人、監理技術者、主任技術者等）
・業務に直接携わらない者（事務員、材料の製造に従事するもの等）
・最低賃金法第７条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者　（ただし、使用者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限る）
・対象契約に従事した時間が、１箇月に３０分未満の者



◆労働報酬下限額
　適用労働者に対して支払われるべき１時間当たりの労働報酬の下限の額を「労働報酬下
限額」といいます。適用労働者は、労働報酬下限額から算出する基準額以上の賃金等を
受け取ることができます。
	労働報酬下限額
	１,６０１円（１時間当たり）



◆労働台帳
　労働台帳は、労働者名、職種、労働時間の内訳などが記載され、基準額が表示されます。毎月作成され、渋谷区に提出します。この労働台帳は閲覧することが出来ます。

切り取り

件名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

確　　認　　書
　　　　　　　　　　　　　　殿
　　本業務に従事するに当たり、渋谷区公契約条例に関する説明を受けました。
　　また、氏名、職種及び労働時間数などを記載した労働台帳を渋谷区に提出することに同意します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名


◆申出をする場合の申出先様式５（裏面）

　適用労働者は、基準額以上の賃金等を受け取っていない場合は、その旨を受注者、下請
負者又は渋谷区に文書で申出することができます。
	申出先
	申出書提出先
	連絡先

	受注者等
	
	
	

	発注者
	渋谷区総務部契約課契約係
	〒150-8010渋谷区宇田川町1-1
	03-3463-1423


　※　条例では、受注者等は、適用労働者が当該申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないと定めています。

















